
５ 環境と調和のとれた食料システムの確立 

（１）みどりの食料システム戦略 
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「農林水産省作成」 

○ 国内外において、SDGsや環境への対応が重要となっている中で、我が国の食料・

農林水産業においても的確に対応する必要があります。農林水産省では、食料・農

林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、令和３

年５月に「みどりの食料システム戦略」（以下「みどり戦略」という。）を策定し、中

長期的な観点から、調達、生産、加工・流通、消費の各段階での取組（図表）を推進

しています。 

〇 さらに、令和４（2022）年には、みどりの食料システム法（※）が制定され、農業

の環境負荷低減を図る取組が進められています。 

○ みどり戦略では、2050 年までに目指す姿として、①農林水産業の CO₂ゼロエミッ

ション化の実現、②化学農薬の使用量をリスク換算で 50％低減、③化学肥料の使用

量を 30％低減、④耕地面積に占める有機農業の取組面積を 25％（100万 ha）に拡大

といった目標を掲げており、革新的な技術・生産体系の開発等を通じた具体的な取

組を進め、その後の社会実装により実現していくこととしています。 

○ 近畿農政局では、みどり戦略の推進に資するため、局長をチーム長とする「みど

りの食料システム戦略推進プロジェクトチーム」を立ち上げ、府県拠点を中心に現

場の方々への分かりやすい情報発信や関係者との意見交換等を通じた理解促進に取

り組んでいます。 
 

※正式名称は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」 
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【みどり戦略の実現に向けた施策の展開状況】 

 

■みどりの食料システム法に基づく生産者の認定 

みどりの食料システム法に基づき、環境負荷低減に取り組む生産者の事業活動（環

境負荷低減事業活動）を都道府県が認定し、認定を受けた生産者や事業者に対し、

税制特例や融資制度等の支援措置を講ずることとしています。 

近畿農政局では、府県と連携し認定拡大に向け推進を行った結果、令和７年３月

末現在の認定件数は、滋賀県 40件、京都府 368件、大阪府 13件、兵庫県 93件（う

ち特定認定１件）、奈良県 75件（うち特定認定１件）、和歌山県 668件、計 1,257件

（全国 27,667件）となっています。 

 

■農業分野におけるＪ―クレジット制度の推進 

 温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、取引を可能と

するＪ―クレジット制度は、農業者等が削減・吸収の取組により生じるクレジット

を売却することで収入を得ることができることから、農業分野での活用が期待され

ています。農業分野では、「水稲栽培における中干し期間の延長」や「バイオ炭の

農地施用」「家畜排せつ物管理方法の変更」等、６つの方法論に基づく取組が進め

られています。 

 令和６年度には、全国の約 50,400haの水田で「水稲栽培における中干し期間の延

長」の取組が行われ、19,672トン（CO₂換算）のクレジットが発行されました。近畿

でも、滋賀県をはじめ米の生産が盛んな府県を中心に、約 600haの水田で取組が行

われています。 

 

■環境負荷低減のクロスコンプライアンス 

農林水産省の各種補助事業等については、最低限行うべき環境負荷低減の取組の

実践を求める「クロスコンプライアンス」を令和６年度より試行実施しています。

令和８年度からは実践状況の確認を試行実施することとしており、令和７年度はモ

デル経営における確認結果を踏まえたマニュアルの作成を行います。 

 

 

 

農林漁業に由来する環境負荷に総合的に 

配慮するための基本的な７つの取組 

 

環境負荷低減のクロスコンプライアンス 

チェックシートの例 
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■農林水産物の環境負荷低減の「見える化」 

 農林水産省では、生産者による環境負荷低減の努力を可視 

化するため、「温室効果ガスの削減への貢献」と「生物多様性

保全への配慮」を星の数でラベル表示する「見える化」を推 

進しています。対象品目は、令和７年４月にピーマンを追加

し、米、野菜、果実、いも類、茶の 24品目となっています。 

 また、インバウンド需要への対応や輸出展開を見据え、

新たに英語版愛称を「ChoiSTAR」と定めました。 

近畿における登録件数は、令和７年３月末現在で 93件

となっています。 

 

■有機農業産地づくりの取組 

農林水産省では、有機農業の取組拡大に向けて、有機農業の団地化や学校給食等

での利用等、地域ぐるみで有機農業に取り組む「オーガニックビレッジ」の創出を

支援し、有機農業の産地づくりを推進しています。 

管内では、有機農業産地づくり推進事業の取組を 20市町村が実施しており、その

うち 17市町村がオーガニックビレッジ宣言を行いました（令和７年３月末現在）。    

近畿農政局では、自治体関係者間での意見交換等を通して取組事例等の情報共有

を図っています。また、京都府亀岡市では、有機米生産に関する講習会の開催や、

有機農業を体系的に学ぶ場として「亀岡オーガニック農業スクール」を開校し有機

農業に取り組む人材を育成するなど、各地での取組が広がっています。

 

英語版愛称「ChoiSTAR」 
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■グリーンな栽培体系への転換サポート 

先端技術の導入による環境負荷低減と省力化に資する取組の栽培実証を行う 

グリーンな栽培体系への転換サポート事業を活用し、近畿では、令和６年度に 28地

区において実証が行われました。取組事例として、京都府の中丹米振興協議会で

は、いもち病に強い京都オリジナル品種「京式部」の導入による化学農薬の使用低

減、カバープランツを利用した減化学肥料栽培、機械式除草機の利用による除草剤

の使用低減等の検証を行い、栽培マニュアルを作成し、同技術の導入拡大に取り組

んでいます。 

 

■近畿耕畜連携イニシアチブ 

近畿農政局では耕畜連携を積極的に進めるため、各府県や関係者との意見交換や

現地調査等を通じて、地域の実態や課題を明らかにして肥料・飼料の安定供給を目

指すプロジェクトチーム「近畿耕畜連携イニシアチブ」を立ち上げています。 

令和６年度には、５月に「各府県との情報交換会」、９月には「土づくり勉強

会」、「水田飼料作シンポジウム」を開催し、関係者間での情報共有や意見交換を実

施しました。また、耕畜連携推進に係る優良事例の取りまとめを行い、近畿農政局

ＨＰで公表しました。引き続き、耕種・畜産両サイドの相互理解を深めることによ

り、支援体制の強化と持続的な取組の拡大を進めていきます。 
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（２） 環境と調和した持続的な農業 

※「みどりの食料システム戦略」（P117 参照）を推進するために措置された交付金。 

  

 

         

 

 

  

  

図表－２ 府県別有機 JAS認定面積の推移             

図表－1 環境保全型農業直接支払交付金実施面積    （全国・近畿）  

〇 有機農業の推進について、農林水産省では、有機農業の取組面積を「有機農業の推

進に関する基本的な方針」（令和 2 年 4 月改定）において、令和 12 年までに 6 万

3,000ha(平成 29年 2万 3,500ha)とすることを、更に、令和３年５月には「みどりの

食料システム戦略」を策定し、同戦略において 2050年までに 100万 haとすることを

目標に掲げ、各種施策を展開しています。 

○ 令和５年度の近畿における有機 JAS の認定面積は 832ha（全国：18,837ha）で、有

機 JAS認定面積は、増加傾向となっています。（図表－１，２） 

 各府県においては、みどりの食料システム戦略推進交付金※を活用して、農業者が有

機ＪＡＳの認証を受ける際に指導助言等を行う有機農業指導員の育成を図っていま

す。 

〇 また、農林水産省では、有機農業をはじめとする環境保全型農業を推進する一環と

して、「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」を開催しています。近畿農政

局では、このコンクールに併せて、管内の応募者を対象に、優秀者を表彰する取組を

行っています。 

〇 近畿管内では、滋賀県における琵琶湖の水質保全を目的のひとつとする「環境こだ

わり農業」など、種々の環境保全型農業が、環境保全型農業直接支払交付金などの支

援策と一体的に取り組まれています。（P141参照） 

 

H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R5年度

近畿 568 637 687 742 786 832

全国 10,792 11,002 12,027 14,137 15,319 18,837
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資料：農林水産省調べ

注：各年度の値は３月31日現在の認定面積(R5年度は３月31日現在)

単位：ha

図表－１ 有機 JAS認定面積の推移（全国・近畿）      

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

H30年度 170 85 19 136 76 81

H31年度 194 94 13 165 80 91

R2年度 197 97 13 198 85 97

R3年度 217 100 14 222 93 96

R4年度 228 122 14 233 92 97

R5年度 242 110 13 272 97 98
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資料：農林水産省調べ

注：各年度の値は４月１日現在の認定面積(R5年度は３月31日現在)

単位：ha
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（３）再生可能エネルギーの活用 

① 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省調べ 
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〇 太陽光パネル、小水力発電、バイオマス発電など再生可能エネルギーの導入と併せ

て地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を推進するため、農山漁村再生可能エネ

ルギー法に基づき、売電収入の地域還元、雇用の確保、未利用資源の有効活用などの

取組が進められています。 

〇 同法に基づく基本計画を作成した市町村は、令和６年３月末現在、全国で 99市町

村、近畿では３市（滋賀県２、和歌山県１）となっています。（図表－１、２） 

滋賀県彦根市（R 元(2019)10月） 

生産性が期待できない荒廃農地・
耕作放棄地を活用した太陽光による
発電事業を計画。 
（計画)面積：農地 5ha 

発電設備規模：3,600kw 
 

和歌山県岩出市（H28(2016)9月） 

再生利用困難な荒廃農地等を
活用した太陽光による発電事業
を計画。 
（計画)面積：林地 37ha 

発電設備規模：11,000kw 
 

図表－１ 農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画作成数の推移（全国・近畿累計） 

 図表－２ 近畿における農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画作成状況（カッコ内は計画作成年月） 

滋賀県湖南市（H28(2016)2 月） 

生産性の低い耕作放棄地や採算
性の低い林地を利用した太陽光に
よる発電事業を計画。 
（計画)面積：農地 4ha 

発電設備規模：1,990kw 
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② バイオマス産業都市の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 バイオマス事業化戦略（平成 24年９月策定）においては、地域のバイオマスを活

用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築により、バイオ

マス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いバイオマス産業都市の構築を推進す

ることとしています。 

○ バイオマス産業都市に選定された地域（市町村）は、全国で 104地域、近畿では

６地域（滋賀県１、京都府３、兵庫県２）となっています。（図表－１、２） 

 京都府京丹波町（H28(2016)) 

木質バイオマス熱利用（間伐材、

林地残材等）、バイオガス発電・熱

利用（家畜排せつ物）、堆肥化（家

畜排せつ物） 

 

京都府南丹市（H27(2015)） 

熱利用（間伐材、剪定枝）、BDF（廃

食用油）、バイオガス発電・熱利用

（食品廃棄物､下水汚泥、家畜排

せつ物）、飼料化（微細藻類） 

 

兵庫県養父市（H30(2018）） 

バイオガス発電第 1 期（家畜ふん

尿、食品廃棄物等）、バイオガス発

電第 2 期(事業系一般廃棄物、下水

汚泥、農業残さ等)、木質バイオガ

ス発電（間伐材、林地残材等） 

 

兵庫県洲本市（H26(2014)） 

BDF（廃食用油）、バイオガス発

電（下水汚泥、食品廃棄物、廃玉

ねぎ等）、燃料化・マテリアル化

（竹）、燃料化・発電（BTL）（可

燃ごみ、木質・農産物残さ）、マテ

リアル化（微細藻類） 

京都府京都市（H29(2017）） 

バイオガス（生ごみ、下水汚泥）、

固体燃料化（林地残材、剪定枝等）、

液体燃料化（生ごみ、紙ごみ）、

BDF(廃食用油) 

 

図表－１ バイオマス産業都市選定地域数の推移（全国・近畿累計） 

図表－２ 近畿におけるバイオマス産業都市選定地域の主な取組（カッコ内は選定年度） 
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資料：農林水産省調べ 

滋賀県竜王町（R4(2022）） 

バイオガスの工業利用（家畜排せ

つ物、食品残渣）、熱・CO2 の農業

利用、液肥化 
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６ 農村の振興 

（１）社会的変化に対応した取組 

① 農村の人口、仕事、暮らしの現状 

   

 

都 市 的 地 域 85 39.0 (27.7) 1,857 90.4 (82.8) 3,337 30.9 (21.5)

平地農業地域 20 9.2 (28.2) 28 1.4 (4.6) 1,562 14.5 (24.4)

中間農業地域 92 42.2 (35.1) 134 6.5 (10.1) 3,390 31.4 (34.7)

山間農業地域 22 10.1 (9.0) 35 1.7 (2.4) 2,506 23.2 (19.4)

近 畿 218 100.0 (100.0) 2,054 100.0 (100.0) 10,795 100.0 (100.0)

資料：農業地域類型は農林水産省「農業地域類型一覧表（令和５年３月２日改訂）」。面積は農林水産省「令和２年耕地及び作付
　　　 面積」、人口は総務省「令和２年国勢調査」を基に近畿農政局で作成。農業集落数は農林水産省「2020年農林業センサス」。

注１：数値は表示単位で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

注２：農業地域類型区分の面積及び人口は新市町村別、農業集落は旧市町村別の農業地域類型により算出した。
注３：割合欄の（）は全国の割合である。

農業集落数
農業地域類型区分

割合（％）

面  積（千ha）

割合（％）

人  口（万人）

割合（％）

  

図表－２ 農業地域類型区分別の 65歳以上人口の割合 

〇 近畿の農地面積を農業地域類型区分別にみると、中山間地域が全体の約５割を占

めています。一方、人口は、都市的地域が 1,857万人と全体の９割が都市部に集

中しています。（図表－１） 

〇 平成 27 年から令和２年までの５年間における 65 歳以上人口の割合を見ると、

いずれの府県でも平地・中間・山間の各農業地域で都市的地域に比べ高齢化が進

行しています。（図表－２） 

○ このため、各種の施策を講じ中山間地域の振興を図っています。 

 

 

図表－１ 農業地域類型区分別の面積・人口・農業集落数（近畿）（令和２年） 

全国 近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

平成27年 25.3 26.3 22.8 26.8 26.1 26.2 27.6 29.5

令和２年 27.1 28.0 25.0 28.7 27.4 28.3 30.5 31.2

差（ポイント） 1.8 1.7 2.2 1.9 1.3 2.1 2.9 1.7

平成27年 29.5 27.0 24.6 nc nc 29.9 nc 29.9

令和２年 33.3 30.4 27.2 nc nc 33.2 nc 36.9

差（ポイント） 3.8 3.4 2.6 nc nc 3.3 nc 7.0

平成27年 32.7 31.4 27.5 35.7 35.8 31.3 35.5 31.6

令和２年 36.1 34.7 30.4 38.7 41.4 34.4 40.9 34.5

差（ポイント） 3.4 3.3 2.9 3.0 5.6 3.1 5.4 2.9

平成27年 36.7 36.8 33.0 35.9 40.8 34.7 47.2 38.6

令和２年 40.4 40.3 35.2 38.8 45.5 38.8 51.7 41.7

差（ポイント） 3.7 3.5 2.2 2.9 4.7 4.1 4.5 3.1

山 間農業 地域

資料：総務省「国勢調査」を基に近畿農政局で作成。

　 注１：年齢不詳人口を除く。

       ２：表中の「△」は負数、「nc」は計算不能を表す。

単位：％

区    分

都 市 的 地 域

平 地農業 地域

中 間農業 地域
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② 農山漁村地域づくりホットライン 

＜ホットラインでの主な支援内容＞ 

（ア）農山漁村における地域づくりの実態や要望・課題をお伺いし、相談者に寄り添い、と

もに考えます 

（イ）相談内容を踏まえ、他府省を含めた国の支援制度をご紹介します 

（ウ）参考となる全国各地の取組事例をご紹介します 

※ 本ホットラインは、地域づくりに関する取組の後押しを目的としており、特定の個人へ

の支援を目的としたご相談は対象となりません。 

 

○ 「農山漁村地域づくりホットライン」に関する詳しい内容については、こちらをご覧下さい 

http://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/kasseika/chiikihotline.html 

〇 農林水産省では、地域づくりに関する取組を後押しするための窓口「農山漁村地域

づくりホットライン」を開設（農村計画課及び各府県拠点）しています。 
〇 農山漁村で地域づくりに取り組むみなさんからの相談を受け付け、地域の実態や要

望を直接把握し、関係府省とも連携して課題の解決を図るため、下記のような支援を

行い、地域づくりを応援します。 

-126-

http://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/kasseika/chiikihotline.html


 

（２）中山間地域の農業の振興 

① 中山間地域の農業 

            図表－１ 中山間地域の主要指標（近畿） （令和２年） 

図表－２ 中山間地域の経営耕地面積規模別経営体数の割合（令和２年） 

 

 

 

〇 近畿の中山間地域は土地面積で約６割、耕地面積では約５割を占めており（図表－

1）、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、景観の形成など多面的機能を有し

ています。 

〇 他方、中山間地域は、傾斜地などの条件不利性とともに人口減少・高齢化等から集

落機能や地域資源の維持にも影響が生じており、地域の活性化が重要です。 

〇 近畿農政局では棚田地域の振興など、各種中山間地域への支援を講じています。  

資料：農林水産省「2020 年農林業センサス」 

注：割合は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。 

中山間地域 割合（％）

人 口 （ 万 人 ） 2,054 169 8.2 12.5

総 農 家 数 （ 千 戸 ） 182 82 45.1 44.6

総 土 地 面 積 （ 千 ha ） 2,735 1,684 61.6 64.4

耕 地 面 積 （ 千 ha ） 218 114 52.3 44.1

区　　分 近　畿
（参考）

中山間地域の
割合（全国）

資料：総務省「令和２年国勢調査」、国土地理院「令和２年全国都道府県市町村別面積調」、農林水産省「2020年農林業セ
       ンサス」、「令和２年耕地及び作付面積」
注：中山間地域は農業地域類型区分（令和５（2023）年３月２日改訂）のうち、中間農業地域と山間農業地域を合算したも
    の。
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② 棚田地域の振興 

近畿管内の指定棚田地域 

仰木村 仰木の棚田 剣熊村 野口棚田　他

西庄村 石庭棚田 百瀬村 森西棚田

小松村 鵜川棚田 高島町 伊黒棚田　他

大野村 今郷棚田 金勝村 観音寺棚田　他

西大路村 蔵王棚田　他 東桜谷村 杣・杉棚田

朽木村 市場棚田 南比都佐村 下迫棚田　他

石部町 東寺棚田

京都市 越畑の棚田　他 上宮津村 小田七区の棚田

世屋村 上世屋棚田　他 普賢寺村 水取　他

千歳村 中棚田　他 河守上村 毛原の棚田

西別院村 牧の棚田 白木村 平石の棚田

清渓村 高山 加賀田村 石仏の棚田

口大屋村 宮垣棚田 神戸市 中地区の棚田

長尾村 上上津の棚田 建屋村 長野の棚田　他

熊次村
別宮清水・大町田

の棚田　他
奥谷村 飯見の棚田

松井庄村 岩座神の棚田

新庄町 高市村 稲渕棚田　他

忍界村 大柳生村 阪原の棚田　他

平群村 平群町の棚田等 初瀬町 吉隠の棚田

紀見村 芋谷の棚田 小川村 中田の棚田

八幡村 あらぎ島　他 色川村 口色川　他

安諦村 沼谷の棚田　他

近畿 41

葛城山麓地域の

棚田6

5

7

4

13

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

奈良県

滋賀県

6

 

 

〇 棚田は、食料の供給だけでなく、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、

美しい景観の形成など多面にわたる機能を持っている国民共有の財産です。 

〇 令和元年６月に「棚田地域振興法」が成立し、「指定棚田地域」の指定、「指定棚

田地域振興協議会」の設立、「指定棚田地域振興活動計画」の策定と国による認定

のステップを踏んだ上で、当法による支援が活用されています。 

〇 令和４年２月には、棚田百選の後継となる「つなぐ棚田遺産」を認定し、棚田地

域の振興に関わる取り組みを積極的に評価し、棚田地域の活性化や S棚田の有する

多面的な機能に対するより一層の理解の促進を図っています。全国で 271地区が認

定され、このうち近畿では 33地区が認定されています。 

※ 第 1回（R1.12）～第 22回（R6.4）までの指定状況 
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地域数 市町村 棚田の名称 市町村 棚田の名称

畑の棚田 上仰木棚田

鵜川の棚田 仰木、平尾の棚田

今郷棚田 栗東市 走井棚田

山女原の棚田

京都市 宕陰 越畑・樒原の棚田 福知山市 毛原の棚田

宮津市 上世屋・松尾の棚田 京丹後市 袖志の棚田

能勢町 長谷の棚田 千早赤阪村 下赤坂の棚田

持尾の棚田 河内長野市 惣代の棚田

平石の棚田

山田の棚田 別宮の棚田

飯見の棚田 能座の棚田

多可町 岩座神の棚田 宮垣の棚田

香美町 うへ山

奈良県 2 明日香村 稲渕棚田 忍界村・新庄町 葛城山麓地域の棚田群

上湯・あらぎ島 沼谷「天空の棚田」

沼の棚田・段々畑 杉野原の棚田

久野原の棚田 橋本市 芋谷の棚田

紀美野町 中田の棚田 那智勝浦町 色川の棚田群

近畿 33

養父市
宍粟市

有田川町
有田川町

高島市

甲賀市

大津市

滋賀県 7

7

河南町
5

8

京都府

兵庫県

4

大阪府

和歌山県

 

●：つなぐ棚田遺産

近畿管内のつなぐ棚田遺産の認定地区 

▲和歌山県有田川町「あらぎ島」 
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③ 世界農業遺産・日本農業遺産認定地域の振興 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 「世界農業遺産」・「日本農業遺産」は、世界又は日本において重要かつ伝統的な農

林水産業を営む地域を認定する制度です。 

○ 近畿では、琵琶湖地域、兵庫美方地域、みなべ・田辺地域、有田・下津地域の４地域

が世界農業遺産に、９地域が日本農業遺産に認定されています。（図表-１、２） 

○ 認定を契機として、農林水産業システムの維持・保全・継承、地域住民の自信と誇り

の醸成、農林水産物のブランド化、観光客・関係人口の増加が期待されます。 

図表－１ 近畿の世界農業遺産・日本農業遺産の認定地域一覧 
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世界 日本 地域名及び農林水産業システムの名称 システムの概要 

〇 〇 

滋賀県琵琶湖地域 
 
森・里・湖（うみ）に育まれる漁業と農業が 
織りなす琵琶湖システム 

 水田営農に支えられながら発展してきた
琵琶湖の伝統的な内水面漁業を中心とした
システムであり、千年の歴史を有するエリ漁
や独特の食文化を継承。 

〇 〇 

兵庫県兵庫美方地域 
 
人と自然が共生する美方地域の伝統的 
但馬牛飼育システム 

全国に先駆けて牛籍簿を整備し、郡内産に
こだわった和牛改良を行うことで、独自の遺
伝資源が保全され、但馬牛の飼養は、地域の
草原や棚田の維持にも貢献。 

－ 〇 

兵庫県丹波篠山地域 
 
丹波篠山の黒大豆栽培 
～ムラが支える優良種子と家族農業～ 

 水不足を克服するため、一部の農地に導水
しない「犠牲田」を設けて畑作を実施。300年
前から黒大豆栽培が行われてきた過程で「乾
田高畝栽培技術」や選抜育種による優良品種
子生産方式を確立し、黒大豆の主要産地とし
て発展。 

－ 〇 

兵庫県南あわじ地域 
 
南あわじにおける水稲・たまねぎ・畜産の 
生産循環システム 

 島特有の限られた農地と水資源を最大限
活用し、水稲とたまねぎの二毛作や畜産と連
携した農業を営み、品質の高いたまねぎ生産
と、独自の出荷体制により、ブランドを形成。
たまねぎ小屋や長屋門が点在する特徴的な
ランドスケープも形成。 

－ 〇 
兵庫県北播磨･六甲山北部地域 
 
兵庫の酒米「山田錦」生産システム 

酒米の品種特性や気候風土に適応した栽
培技術、酒米産地と酒造家が結びつき相互扶
助する「村米制度」が継承されるとともに、
酒米を代表する品種「山田錦」の厳格な種苗
管理が行われ、高品質な酒米の一大産地とし
て発展。 

－ 〇 

兵庫県朝来地域 
 
岩津ねぎを核とした資源循環型農業 
システム 
＝伝統種子の継承と地域連携による里地里山保全＝ 

伝統野菜である「岩津ねぎ」を含む野菜、
水稲、但馬牛を中心とする経営と、稲わらや
牛ふん堆肥等を活用する資源循環型農業に
より、貴重な生物多様性が保全。 

〇 － 
和歌山県みなべ・田辺地域 
 
みなべ・田辺の梅システム 

 養分に乏しい斜面の梅林周辺に薪炭林を
残し、水源涵養や崩落を防止、薪炭林を活用
した紀州備長炭の生産と、ミツバチを受粉に
利用した梅栽培。 

－ 〇 

和歌山県高野･花園･清水地域 
 
聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ 
持続的農林業システム 

 約1200年前から、物資調達が困難な高野山
で、100を超える木造寺院を維持するための
「高野六木制度」を実施。有田川で繋がる花
園・清水地域では仏花や多様な植物の栽培等
により高野山の需要にも応え、集落が発展。 

  

和歌山県有田･下津地域 
 
有田・下津地域の石積み階段園みかん 
システム 

400年以上の歳月をかけて築き上げ、受け
継がれてきたみかん栽培文化。 

〇 〇 
和歌山県海南市下津地域 
 
下津蔵出しみかんシステム 

園内に設置した土壁の蔵でみかんを熟成
させる「蔵出し技術」を生み出し継承。下津
地域はみかん発祥の地と云われ、みかんに関
連した独特の文化を形成。 

 〇 

和歌山県有田地域 
 
みかん栽培の礎を築いた有田みかん 
システム 

 みかん栽培を日本で初めて生計の手段に
発達させるとともに、みかん農家・苗木農家・
出荷組織が連携し、産地全体で日本一の「有
田みかん」産地を形成・維持。 

 

図表－２ 近畿の世界農業遺産・日本農業遺産の認定地域の概要 
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④ 世界かんがい施設遺産認定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 地  域  名 内      容 

H26 狭山池 
〔大阪府・大阪狭山市〕 
 

狭山池は 1,400 年前に築造された日本で最も古い人

工的なため池。日本最古の歴史書にも記載。狭山池の

水利システムの歴史は日本におけるかんがいシステム

の開発・改修の歴史。近年の改修の際には、木樋や歴

史的遺構が数多く発見。 

H26 淡山疏水 
〔兵庫県・神戸市他〕 

西洋から積極的に取り込んだ新技術で近代的かんが

いネットワークを構築。81個所に及ぶため池なども活

用しつつ、安定した稲作経営を実現。また近年では、

地域の開発の歴史が小学校の副読本に掲載。 

○ 「世界かんがい施設遺産」は、かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を

図るとともに、かんがい施設の適切な保全に資するために、国際かんがい排水委員

会（ICID、International Commission on Irrigation and Drainage）が認定する

ものです。 

〇 近畿では、９つの農業水利施設（滋賀県１施設、大阪府５施設、兵庫県２施設、

和歌山県１施設）が認定されています。（図表－１、２） 

○ 認定により、かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一般市民

への教育機会の提供、かんがい施設の維持管理に関する意識向上に寄与するととも

に、かんがい施設を核とした地域づくりに活用されることが期待されています。 

図表－１ 近畿の世界かんがい施設遺産の認定地域一覧 

図表－２ 近畿の世界かんがい施設遺産の認定地域の概要 

淡山疏水（H26） 

小田井用水路（H29） 

狭山池（H26） 

久米田池（H27） 

大和川分水築留掛かり（H30） 

寺ケ池・寺ケ池水路（R3） 

井川用水（R4） 

龍ケ池揚水機場（R6） 

西光寺野疏水路（R6） 
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年度 地  域  名 内      容 

H27 久米田池 
〔大阪府・岸和田市〕 
 

久米田池は「奈良の大仏」で有名な行基が地域

の人々と一緒に天皇に請願し、725 年から 14 年

の歳月をかけ、完成。堤防は、粘土質と砂れきを

交互につき固めて作ったが、両層の間に木の葉を

挟む「敷葉工法」を採用。この工法は東南アジア

との技術交流によるもの。 

H29 小田井用水路 
〔和歌山県・橋本市他〕 

1710 年、紀の川右岸の河岸段丘に建設され、水

不足に悩む広大な河岸段丘を豊かな水田に変え

た。いくつもの河川との交差を、渡井（水路橋）

や伏越（サイフォン）の立体交差で克服。大畑才

蔵が導入した正確な水準測量と先端技術は、その

後の日本の新田開発に貢献する「紀州流」の基礎

となった。 

  

H30 大和川分水築留掛かり 

〔大阪府・柏原市他〕 

大和川の付け替えに伴い建設された長瀬川・

玉串川を指す。綿の大産地となり、加工品「河内

木綿」による商業の発展にも貢献。受益 75箇村

すべてを構成員とした「築留樋組」による大規

模で細やかな維持管理が行われていた。近年、

都市化が進む中、かんがい施設としてだけでな

く貴重な水空間として、非農家や子供も協力し

て維持管理。 

 

R3 寺ケ池・寺ケ池水路 

〔大阪府・河内長野市〕 

1649 年、水源となる石川から 8.2㎞の水路

を引き、この地にあった小さな池を自然の地

形を利用しながら、大きなため池へと拡大す

ることで新田開発が行われた。これにより、

地域の石高は 6.72石から 615.47石へ約 100

倍に増加。 

 

R4 井川用水 

〔大阪府・泉佐野市〕 

井川用水は、樫井川から取水し、最後は十

二谷池へと流れ込む全長約 2.9 キロメートル

の用水路である。当時まだ荒野であった日根

野地区の開墾に重要な役割を果たしてきたと

されるが、成立時期には諸説あり、1316年に

描かれた「日根荘日根野村荒野開発絵図」に

は、開墾の様子や井川の終着点である十二谷

池が描かれている。 

R6 龍ケ池揚水機場 

〔滋賀県・豊郷町〕 

近代日本の土木技術を象徴する地下水利用

の揚水機場。 

農業用水として常に確保できる水源を求め

て、手掘りで池部分の工事が進められた。イ

ギリス製のコンケロル式離心動ポンプ（蒸気

動力）を据えつけ、1913 年に竣工した。 

龍ケ池揚水機場の建設によって水不足が解

消し、農業の安定と経済の発展が実現した。 

 

R6 西光寺野疏水路 

〔兵庫県・姫路市他〕 

荒廃した台地を切り開いた地域を挙げての

一大プロジェクトとして、神崎郡市川町を流

れる岡部川に取水口を新設し、14本の幹線水

路及び引水路、ため池５ヵ所の新増築が約３

年の歳月をかけ行われた。 
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⑤ 農地の有効利用や粗放的な利用による取組 

【農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策】における支援 

１ 地域の土地利用の概略構想から実証的な取組：ソフト事業 

本格的に事業に取り組む前に、地域の話合いによる土地利用の概略構想を作成した上で、

地域の負担なしに地域に適した粗放的な取組の実証（お試し）ができます。 

計画づくりに必要な経費、農地の粗放的な利用の実証に必要な経費（蜜源・景観作物の

種、家畜レンタル代、植林のための苗、省力機械のリース代等）への助成があります。 

【話合い】     【概略地図】    【景観作物】     【省力機械】 

 

２ 土地利用構想策定から粗放的土地利用の実践：ソフト＋ハード事業 

実証的な取組を踏まえた地域の話合いにより土地利用構想を作成した上で、荒廃農地を解

消して粗放的な利用が継続できるように支援します。ソフト事業としては、計画づくりや農

地の粗放的な利用に必要な経費、ハード事業としては、荒廃農地の解消に必要な経費（刈

払・伐根、耕起・整地、放牧のための電気牧柵、法面保護工等）への助成があります。 

 
【土地利用構想図】   【整地・耕起】      【電気牧柵】     【法面保護工】 

 

〇「最適土地利用総合対策」の詳しい内容については、こちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/saitekitochiriyo.html 

〇 人口減少や農業者の高齢化、担い手不足により維持管理が困難となる農地（荒廃農

地）の増加が懸念されています。荒廃農地の発生防止や解消については、個々の農業

者の取組ではなく地域全体の課題として取り組んでいただくことが重要です。 

〇 このため、地域ぐるみの話合いを通じ、荒廃農地の有効利用や、農地の粗放的利用 

を行う取組について支援する事業として、令和５年度に従来の対策を拡充した「最適 

土地利用総合対策」が創設され、近畿でも取組が始まっています。 

ました。 
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（３）農山漁村の地域資源の活用と農業の多様な分野との
連携 

 
① 地域資源活用価値創出対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図表 事業イメージ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 地域資源活用価値創出対策は、農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、付

加価値を創出することによって、農山漁村における所得と雇用機会の確保を図る取

組等を支援します。（図表） 
 

・事業の内容 

 １ 地域資源活用価値創出推進事業（推進事業） 

① 地域活性化に向けた活動計画策定、関係人口創出、地域づくりを担う農村プロデュ

ーサーの育成、農業・農村の情報発信等を支援 

② 地域資源を活用した新商品開発、官民共創の仕組を活用した地域課題等を支援 

③ 農泊の実施体制の整備や経営の強化、観光コンテンツの磨き上げ等の取組を支援 

④ 農福連携の普及啓発、障害者等の農林水産業に係る技術の習得等を支援 

 

  ２ 地域資源活用価値創出整備事業（整備事業） 

① 農林水産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援 

② 農泊の推進に必要となる古民家等を活用した滞在施設等の整備を支援 

③ 農福連携の推進に必要となる障害者等が作業に携わる生産施設等の整備を支援 
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② 地域資源を活用した新たな価値の創出 

〇 農林水産省では、農林水産物の付加価値を高め農林漁業者の所得向上に資するため

農林漁業の６次産業化を推進してきました。令和７年度からは６次産業化を発展させ

て、多様な地域資源を活用する「地域資源活用価値創出対策」に取り組んでいます。 

〇 六次産業化・地産地消法に基づき農林漁業者の経営改善を図るために農林漁業者等

が行う総合化事業計画の認定件数は近畿では389件（令和６年度末）、うち兵庫県は118

件で北海道に次ぐ全国２位の認定件数となっています。（図表－１） 

〇 一方、全国の農産物直売所の年間販売金額は約１兆1,126億円、近畿ではその8.8％

に当たる約997億円を販売しています。（図表－２）また、近畿の農産物直売所の１事

業体当たりの年間販売金額は5,729万円と、全国の5,303万円を上回っています。（図表

－３） 

図表－１ 近畿における総合化事業計画の認定件数（令和６年度末） 

 

 

 

 

 

 

       （資料：六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定の概要を基に近畿農政局で作成） 

 

図表－２ 直売所の年間販売金額（百万円） 図表－３ １事業体当たりの年間販売金額（万円） 

    

（資料：６次産業化総合調査を基に近畿農政局で作成）

      

 
地 域 

総合化事業計画 

の認定件数 

  

 農畜産物関係 林産物関係 水産関係 

 滋 賀  69  64    5  

 京 都  49  42 6       0 

 大 阪  41  35  2  4  

 兵 庫  118  109  2  7  

 奈 良  43  39  3  1  

 和 歌 山  70  65    5  

 近 畿  389  354  13  22  

 全国（参考） 2,646  2,346  104  196  
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  ③ 農福連携の取組状況 

○ 近畿の農福連携に関する詳しい内容や取組事例はこちらを御覧ください。 

https://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/noufuku/noufuku.html 

 

図表 近畿管内「ノウフク・アワード」受賞団体 

年度 府県 市町村 事業者名 受賞名 

令和２年 京都 京都市 特定非営利活動法人 HEROES 審査員特別賞 

２年 京都 京田辺市 さんさん山城 優秀賞 

２年 奈良 奈良市 社会福祉法人青葉仁会 あおはにファーム 審査員特別賞 

令和３年 京都 京田辺市 さんさん山城 グランプリ 

３年 大阪 和泉市 株式会社いずみエコロジーファーム 優秀賞 

３年 和歌山 紀の川市 社会福祉法人一麦会 ソーシャルファームもぎたて 優秀賞 

３年 和歌山 御坊市 社会福祉法人太陽福祉会 チャレンジ賞 

令和４年 和歌山 有田川市 社会福祉法人有田つくし福祉会 早月果樹園 優秀賞 

４年 京都 京田辺市 三休 ―SANKYU― フレッシュ賞 

令和５年 奈良 奈良市 社会福祉法人青葉仁会 グランプリ 

５年 京都 久御山市 株式会社しんやさい 優秀賞 

５年 奈良 橿原市 一般社団法人かがやきホーム チャレンジ賞 

５年 大阪 高槻市 特定非営利活動法人たかつき チャレンジ賞 

令和６年 兵庫 神戸市 社会福祉法人上野丘さつき会 チャレンジ賞 

                          資料：近畿農政局で作成。令和６年度末 

 

○ 農林水産省ホームページでは、全国の「ノウフク・アワード」受賞団体の取組事例が御覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/conso.html 

 

○ 障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を

実現していく農福連携の取組を進めています。 

○ 農業法人や社会福祉法人に対し、農山漁村振興交付金（農福連携型）により、障

害者等の農林水産業に関する技術習得、農業体験を提供するユニバーサル農園の開

設、生産・加工・販売施設の整備等を支援しています。 

○ 近畿農政局では、「近畿農福連携ネットワーク」の設立による情報の共有、参加者

相互の連携・交流や、厚生労働省との共催による「近畿ブロック農福連携セミナー」

の開催等に取り組んでいます。 

○ 令和２年度から農福連携等応援コンソーシアム主催による「ノウフク・アワード」

が実施されており、近畿で先進的に農福連携等に取り組んでいる社会福祉法人等が

延べ 14団体受賞しています。（図表） 
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④ 農泊の取組状況 

 
○ 近畿の農泊の推進に関する詳しい内容については、こちらを御覧ください。 

https://www.maff.go.jp/kinki/toshinou/nouhaku/nouhaku.html 

図表 農泊地域数                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省調べ 

〇 自然体験や農山漁村への関心が高まる中、国内外の観光客を農山漁村に呼び込む

ことで地域の所得向上と活性化を図ることを目的に、農山漁村地域に宿泊し、豊か

な地域資源を活用した食や体験を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」＝「農泊」を推進

しています。 

○ 農泊に取り組む地域に対し、農山漁村振興交付金（農泊推進型）により、地域が

一丸となって取り組むための体制整備、地域資源を活用した魅力ある観光コンテン

ツの磨き上げ、農泊の推進を担う人材の活動や古民家等を活用した滞在施設の整備

等を支援しています。 

〇 農泊地域（農山漁村振興交付金による農泊推進の支援に採択され、農泊に取り組

んでいる地域）は、全国で 673地域、うち近畿は 59地域となっています。（図表） 

○ 令和７年４月から開催されている大阪・関西万博を契機として農村地域へのイン

バウンドの拡大を図るため、農業体験・観光農園、農泊体験コンテンツの万博観光

ポータルサイトへの登録の誘導や留学生・大学生のサポートに係る取組を進めてい

ます。 
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（４）農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮 

① 多面的機能支払交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農林水産省では、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域

の共同活動を多面的機能支払交付金により支援しています。 

〇 令和５年度の近畿 149 市町村において、農地維持支払の取組面積は、約 12 万 ha

（対前年度約 842ha増）。多面的機能支払交付金額は、6,838百万円（対前年度 8百

万円減）となっています。これは、全国と比べると取組面積で５％程度、交付金額

で７％程度となっています。（図表－１） 

  また、県別でみると、近畿では兵庫県の取組が進んでおり、面積で約 51 千 ha、

交付金額で 3,622百万円となっています。（図表－２） 

〇 農振農用地に対する取組面積のカバー率については、兵庫県が最も高く 83％（令

和５年）となっており、全国２位です。（図表－３） 

 

図表－3 農振農用地カバー率の推移（県別） 

図表－1 取組面積及び交付金額の推移（全国・近畿） 

資料：農林水産省農村振興局「多面的機能支払交付金の実施状況」データより、農政局にて作成 

図表－2 取組面積及び交付金額の推移（県別） 
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② 中山間地域等直接支払交付金 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省農村振興局「中山間地域等直接支払交付金の実施状況」データより、近畿農政局にて作成。 

 

○ 近畿の中山間地域等の振興に関する詳しい内容については、こちらをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/tyusankan/index.html 

○ 農林水産省では、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において農業生産活

動を継続していただくため、中山間直接支払交付金により、地域の実情に応じた幅

広い活動を支援しています。 

〇 令和５年度の近畿における交付面積は、2万 5,491ha（対前年度 196ha増）。交付

金額は、37億 1,900万円（対前年度 2,100万円増）です。これは、全国と比べると

交付面積で４％程度、交付金額で７％程度となっています。（図表－１）。 

〇 府県別に交付面積を見ると、和歌山県（9,016ha）が最も多く、次いで、兵庫県

（5,909ha）、京都府（5,206ha）の順となっています。（図表－２） 

 

 

図表－1 取組面積及び交付金額の推移（全国・近畿） 

図表－2 取組面積及び交付金額の推移（府県別） 
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757 

16%

九州

606 

12%

関東

489 

10%

北陸

432 

9%

中四国

290 

6%
東海

80 

2%

交付金額

滋賀県

12,403 

78%

兵庫県

2,688 

17%

京都府

653 

和歌山県

83 
奈良県

69 大阪府

9 

取組面積

滋賀県

533,217 

71%

兵庫県

168,097 

22%

京都府

37,774 

和歌山県

9,086 

奈良県

7,921 

大阪府

996 

交付金額

③ 環境保全型農業直接支払交付金 

  ※「環境こだわり農業」とは、化学合成農薬・化学肥料の使用量を減らすとともに、濁水の流出を防止するなど、琵琶湖をはじめ

とする環境への負荷を減らす技術を用いて行われる農業。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：農林水産省農産局「環境保全型直接支払交付金の実施状況」 

〇 令和５年度の近畿における環境保全型農業直接支払交付金の取組面積は

15,906ha（全国：86,545ha）と全国の約 18％を占めています。交付金額は、全国計

約 48億 26百万円に対し、近畿は約７億 57百万円となっています。（図表－１） 

〇 近畿における取組面積のうち、滋賀県が 12,403ha と約 78％を占めています。交

付金額も 5.3億円と約 71％を占めています。（図表－２） 

〇 滋賀県では、環境保全型農業直接支払交付金を県の施策である「環境こだわり農

業※」の取組と一体的に推進しています。 

図表－１ 取組面積及び交付金額（全国・近畿） 

図表－２ 取組面積及び交付金額（県別） 

(ha) (百万円) 

(千円) (ha) 

全国計 

86,545ha 

全国計 

4,826 百万円 
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（５）鳥獣被害への対応 

① 鳥獣被害の現状 

 

 

    

〇 令和５年度の野生鳥獣による農作物の被害額は約 11.6億円（全国 164億円の約７％）

で、平成 22年度をピークに減少傾向にあります。営農意欲の減退、耕作放棄・離農の

増加等、被害額として数字に表れる以上に農山漁村に深刻な影響を及ぼしており、全

体の約６割がイノシシ、シカによるものです。（図表－１） 

〇 府県別の被害額は、兵庫県が 3.6 億円と大きく、次いで京都府 2.6 億円、和歌山県

2.5億円の順です。（図表－２） 

単位：億円 

図表－２ 
野生鳥獣による農作物被害額 
(府県別・令和５年度) 

図表－１ 野生鳥獣による農作物被害額の推移(近畿) 

単位：億円 
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② 野生鳥獣のジビエ利用 

 

 

 

 

 

 

○ 野生鳥獣による農作物被害が問題となっている中、捕獲鳥獣を地域資源（ジビ

エ等）として利用する動きが広まっています。 

○ 近畿のジビエ利用は全国の 17％を占めており、令和５年度のジビエ利用量は

471ｔです。（図表－１） 

○ 食肉として利用したものは、ほとんどがイノシシ及びシカですが、近年ペット

フードが増加傾向にあります。（図表－２） 

○ ジビエ利用量を府県別にみると、兵庫県が最も多く、次いで京都府、和歌山県

の順となっています。（図表－３） 

図表－１ 令和５年度 ジビエ利用量 図表－３ 府県別ジビエ利用量の推移 

図表－２ ジビエ利用量の推移 

野生鳥獣資源利用実態調査 
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（６）都市農業の振興                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 都市農業は、①新鮮な農産物の都市住民への供給、②身近な農作業体験や交流の場

の提供、③災害時の避難場所の提供等の多様な機能を有しており、これらの機能が将

来にわたって十分に発揮されるよう、その振興を図っていく必要があります。  

○  農林水産省では、都市農業が都市住民との共生を図りながら発展していくため、都

市住民と都市農業者との交流促進、理解醸成の取組としての周辺環境対策、農業体験

会、マルシェの開催や防災空間整備等について支援しています。 

 

火災時における延焼の防止や地震時に
おける避難場所、仮設住宅建設用地等
のための防災空間としての役割 

消費者が求める新鮮な農産物の供給、
「食」と「農」に関する情報提供等  
の役割 

都市住民や学童の農業体験・交流、ふれあ
いの場及び農産物直売所での農産物販売
等を通じた生産者と消費者の交流の役割 

新鮮な農産物の供給 身近な農業体験・交流の場の提供 災害時の防災空間 

（マルシェの開催：神戸市） （野菜の収穫体験：大阪市） （防災協力農地：摂津市） 
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開発した鮎河米の真空パックライス 

ドローン防除の実証の様子 

（７）農村型地域運営組織(農村ＲＭＯ)の形成推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 中山間地域等では、高齢化・人口減少の進行により、農業生産活動のみならず、

農地・水路等の保全や生活環境（買い物・子育て等）など、集落維持に必要な取組

を行う機能の弱体化が懸念されます。 

〇 このため、農林水産省では、複数の集落による集落協定や農業法人など農業者を母

体とした組織と、自治会や社会福祉法人など地域の関係者とが連携し、農用地保全活

動、地域資源活用による経済活動、生活支援等の地域コミュニティの維持に資する取

組を行う農村型地域運営組織（農村 RMO）の形成を推進しています。 

※農村型地域運営組織 
（農村 RMO： 

Region Management Organization） 
 複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動

や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等

地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織。 

 なお、農村 RMOは、地域運営組織(RMO)の一

形態と整理している。 

（地域の範囲）小学校区(３集落）（世帯数）144戸（R4.3月時点） 
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７ 災害対策 

（１） 主な自然災害による農業被害 

 

 

１．令和６年３月 20日及び令和７年４月６～15日の降ひょうに係る農林水産関係の被害

状況 

 

 

 

 

  

○ 近年、自然災害により農林水産業に大きな被害が発生しており、農林水産被害額は、
特に豪雨や台風等の風水害によるものが増加傾向にあります。 

○ 農林水産省としては、災害発生に際して、人命第一を優先させるとともに、早急に
農業被害を把握することとしており、近畿農政局では近畿各府県、各地方拠点と連携
して被害状況を情報収集し、密接に連携して対応しています。 

○ 令和６～７年災害においては、近畿でも令和６年３月及び令和７年４月の降ひょう、

令和６年８月の台風第 10号により、農作物や農業用ハウスの損壊などの農業被害が見
られました。 

令和６年３月 20 日及び令和７年４月６～15 日に強い寒気が流れ込み、大気の状態が不安定と

なり、和歌山県で降ったひょうにより、うめの傷果等の農作物の被害が発生しました。 

ひょうの状況 降ひょうによるうめの傷果被害 
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２．令和６年台風第 10号に係る農林水産関係の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月 27 日から９月１日にかけて台風第 10 号や暖かく湿った空気の影響が続いたた

め、西日本から東日本の太平洋側を中心に記録的な大雨となりました。また、発達した積乱雲によ

り、突風の被害が西日本から東日本にかけて発生しました。近畿では８月 29 日に大雨となり、強

風や冠水等による農業用ハウスの破損の他、農作物等の被害が発生しました。 

 

強風による稲の倒伏被害 

単位：億円

主な被害 被害額（近畿） 被害額（全国）

農作物等 0.01 19.7

樹体 - 0.4

家畜 - 0.5

畜産物（生乳） - 0.0

農業用ハウス 0.008 9.3
農業用倉庫・処理加工施設 - 0.6

畜産用施設 - 4.6

共同利用施設 - 1.4

農業・畜産用機械 - 0.4

その他 0.005 0.4

農作物等被害額計 0.02 37.2

農地・農業用施設関係 4.80 190.6

被害額合計 4.82 227.8

令和６年台風第 10 号に係る農林水産関係の被害状況
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（２）災害リスクから農業・農村を守る防災・減災、国土強靱化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 

農業用ため池数 

(令和７年３月末時点) 

防災重点農業用ため池数 

(令和７年３月末時点) 

箇所数 割合% 箇所数 割合% 

滋 賀 1,425 1.0 466 0.9 

京 都 1,507 1.0 614 1.2 

大 阪 3,529 2.4 2,352 4.5 

兵 庫 21,357 14.3 6,121 11.7 

奈 良 4,046 2.7 964 1.8 

和 歌 山 4,700 3.1 1,877 3.6 

近 畿 36,564 24.5 12,394 23.7 

全 国 149,417 100.0 52,380 100.0 

○ 頻発する豪雨、地震等の災害に対応し、安定した農業経営や農村の安全・安心な暮

らしを実現するため、令和２年 12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」に基づき、「流域治水対策(農業水利施設の整備、水田の

貯留機能向上)」、「防災重点農業用ため池の防災・減災対策」、「農業水利施設等

の老朽化、豪雨・地震対策」等に取り組んでいます。 

〇 「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」に基づき、

府県知事は「防災重点農業用ため池」を指定するとともに、防災工事等を集中的・計

画的に進めるための防災工事等推進計画を策定しています。令和７年３月末時点で近

畿の防災重点農業用ため池は 12,394箇所となっています。（図表－１） 

図表－１ 農業用ため池数と防災重点農業用ため池数 

平成 30年７月豪雨で決壊したため池（京都府塩津古池） 
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